
各都道府県臨床心理士会 御中 

奈良県臨床心理士会 

役員会資格検討グループ 

 

奈良県臨床心理士会では長く臨床心理士として活動してきた歴史から、現在進行し

つつある「公認心理師（仮称）」の国家資格化への動きに対して種々、懸念を抱いて

います。とりわけ、奈良県臨床心理士会は故・河合隼雄先生の地元としてご指導を頂

いてきたいきさつから、先生の「心の専門家」としての「臨床心理士の国家資格化」

に向けてのお考えを熱く受け止めてきたものです。昨今の国家資格化への動きは河合

先生のご遺志から離れていくように危惧されます。われわれの懸念について別添「要

望書」の形でお示ししますので、ご覧いただきますようお願いいたします。 

また、本メールと同内容の「要望書」を、次の先生方や組織・機関にお送りいたし

ます。 

 

衆議院議員 

河村建夫議員事務所  加藤勝信議員事務所  鴨下一郎議員事務所 

逢沢一郎議員事務所  山下貴司議員事務所  丹羽雄哉議員事務所 

根本匠議員事務所 

 

政党本部 

自由民主党本部  公明党本部  民主党本部  日本維新の会本部 

みんなの党本部  結いの党本部 日本共産党本部  生活の党本部 

社会民主党本部 

 

自民党奈良県連事務所 

（奈良県選出国会議員の各事務所） 

衆議院議員   １区 馬淵澄夫議員  小林茂樹議員    ２区 高市早苗議員 

３区 奥野信亮議員                         ４区 田野瀬太道議員 

参議院議員        前川清成議員 

 

このメールは私たちの関係する団体や組織である「日本臨床心理士会」「日本臨床

心理士資格認定協会」「日本心理臨床学会事務局」「臨床心理士養成大学院協議会事

務局」ならびに「各都道府県臨床心理士会」にも同送します。 

なお、この要望書につきましてお問い合わせ等ございましたらメールで下記のアド

レスまでお願い致します。 

奈良県臨床心理士会事務局 

                    奈良市学園南 3-1-3 帝塚山大学内 

E-mail : nsccp@tezukayama-u.ac.jp

http://www.mabuti.net/
http://www.kobayashi-nara.com/
http://rep.sanae.gr.jp/
http://www.okunoshinsuke.jp/
http://www.taido-tanose.com/
http://www.maekawa-kiyoshige.net/


  平成 26年 6月 5日 

各都道府県臨床心理士会 御中 

 

「心理職の国家資格化に関する要望」 

～故・河合隼雄先生のご遺志が歪められようとしています～ 

 

奈良県臨床心理士会 

役員会資格検討グループ 

           

 

河村建夫自由民主党議員連名代表は現在進行中の公認心理師資格法制化の動きに

ついて常日頃「故・河合隼雄先生の遺志を実現するために」と明言してきておられま

す。奈良県臨床心理士会では河合隼雄先生がお亡くなりになるまで「顧問」として指

導いただき、「国家資格化」の必要性と意義についての先生の「思い」を身近にうか

がってきました。河合先生が志してこられたのは「心の専門家の国家資格化」であり、

医療・福祉・教育をはじめ旧来のシステムでは手当てできない国民の「心と生活」に

対する専門家を養成し役立てることでした。 

そして、その願いどおり、「臨床心理士」は広く社会にその能力と存在を認められ

てきました。しかし「公認心理師（仮称）」の法制化内容は河合先生のビジョンとは

かけ離れたものです。「法制化の案（骨子案）」がそのまま立法化されれば河合先生

の「ご遺志」は大きく歪められたものになるに相違ありません。 

この法案が立法化されるにはまだまだ紆余曲折があるものと思われます。河合先生

が「心の専門家」として育ててこられた私たち「臨床心理士」の 24 年間の活動と実

績がこの度の立法化によって無に帰してしまうことのないよう、立法化に関わる方々

に大所高所からのご判断をお願いする次第です。 

以下にわれわれの危惧する要点を 6点あげます。 

 

① 私たち臨床心理士は臨床心理学を土台にして広く国民の「心の幸せ」「生活者とし

ての心の豊かさ」に向けて寄与することを本分としてきました。活動は多肢にわ

たり、すでに独自の位置を獲得しています。 

② 近年は単に医療や福祉、あるいは教育の領域にとどまらず、公私のさまざまな職

域で「臨床心理士資格を有すること」が採用条件として明示されることが多くな

り、このことからも現在の臨床心理士が担ってきた「心の専門家」としての幅広

さこそ国民のために維持されるべきであり、この度の「国家資格化」によって「心

の専門家」としての活動が大きく制限されるのは看過できません。 

③ 臨床心理士は、医療とりわけ精神科領域でも活躍してきましたが、ここでもその

役割は医師の薬物治療を補助するだけにとどまりません。河合先生は「医学臨床

は病気を治すという『治療モデル』であるが、心理臨床は心の成長を支援すると



いう『成長モデル』の観点が重要」と強調しておられました。私たちも、その視

点に立って活動しています。 

④ 医療領域の方面から「臨床心理業務者は医師の指示に従うことが必要」と主張さ

れる向きもありますが、河合先生も従来から医療領域では、「責任者としての医師

の指示のもとで業務することは当然」としてこられました。しかし、これまで臨

床心理士が医療領域以外の幅広い領域でも活躍し経験を重ね、豊かな知識や技術

を身に着けてきたことを考えると、必要に応じて医療関係者と連携することは大

切ですが「広い範囲での医師の指示」は不必要です。河合先生の見解は「医療現

場における限定的な医師の指示」なのです。 

⑤ 以上のような見地から、私たちはこれまで広く社会に認められ、高い信用を勝ち

得てきた「臨床心理士資格」をそのまま国家資格として認めてもらえることが最

適と考えます。現在進行中の「公認心理師（仮称）」の資格化によってこれまで培

ってきた国民に対する信用が薄れるようなことがあっては河合隼雄先生のご遺志

は歪められてしまうと言わざるを得ません。 

⑥ さまざまな方面から「公認心理師（仮称）」の国家資格化の動きについて危惧する

声が上がってきています。関係各位におかれましてこれまでさまざまな領域で活

躍してきた私たち臨床心理士の国民に対する活動が制約されることのないよう、

格別の配慮をお願いするものです。 

以上 


